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確
定
申
告
書
が
税
務
署
か
ら
順

次
届
き
ま
す
。
い
よ
い
よ
確
定
申
告

の
は
じ
ま
り
で
す
。
「
ま
だ
何
も
準

備
を
し
て
い
な
い
」
と
い
う
人
も
、

そ
ろ
そ
ろ
準
備
を
は
じ
め
ま
し
ょ 

う
。 

今
年
は
変
更
点
が
多
々
あ
る
の 

で
注
意
し
ま
し
ょ
う 

 
今
年
の
確
定
申
告
は
、
昨
年
ま
で

と
変
更
点
が
多
数
あ
る
の
で
注
意

し
ま
し
ょ
う
。
申
告
書
の
書
式
が
変

わ
り
ま
す
。
基
礎
控
除
額
と
給
与
所

得
控
除
・
公
的
年
金
等
の
控
除
額
も

変
わ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
等
は
必
ず
最
新
の
も 

の
を
見
て
く
だ
さ
い
。 

 

 

 

 

2021 年２月１日         春日井民商だより               第 1744 号 

毎月 15 日までの会費集金

にご協力をお願いします。 

会計 山崎孝亀 

 
3 月 11 日までの毎週火・木曜日 事務所２F 

午前： 10 時～12 時 午後： 14 時～16 時 

※2 ⽉ 11 ⽇(⽊)、2 ⽉ 23 ⽇(⽕)は祝⽇のため休みます。 

 

確定申告書が順次届きます(1 月末発送予定) 

 
 
①申告書の書式が変わります。 
②基礎控除の額が変わります。  

38 万円→48 万円 
③⻘⾊申告特別控除の額が変わります。

(これまで 65 万円控除を受けていた⼈のみ) 
 65 万円→55 万円 
④給与所得控除・公的年⾦等控除額が、

それぞれ 10 万円引き下げられます。
⑤寡婦控除が⾒直され、ひとり親控除が

新設されます。 
主
な
変
更
点
は
左
の
通
り
で
す
。
不

明
な
点
が
あ
れ
ば
民
商
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

第
⼆
表
も
⼤
き
く
変
わ
り
ま
す 

 
第
二
表
で
は
、
社
会
保
険
料
・
生
命

保
険
料
の
控
除
と
、
配
偶
者
や
親
族
に

関
す
る
記
載
欄
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
分
け
て
記

入
す
る
必
要
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

（
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
） 

医
療
費
控
除
は
領
収
証
の
添
付
が
で

き
な
く
な
り
ま
す 

 
今
年
か
ら
明
細
書
に
記
入
し
て
添

付
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
領
収
証
等

は
５
年
間
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

 

 

⽀部相談会の⽇程(事務所で⾏う分)
民商事務所にて各回とも 18～20 時（完全予約制） 

＜東支部＞ 

2 月 10 日(水)、2 月 16 日(火) 

＜西支部＞ 

2 月 3 日(水)、2 月 9 日(火)、2月 17 日(水)、2 月 26 日(金)

＜南支部＞ 

2 月 2 日(火)、2 月 8 日(月)、2月 24 日(水) 

＜北支部＞ 

2 月 4 日(木)、2 月 12 日(金)、2 月 22 日(月) 

 


